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小鹿苑（介護予防）短期入所部 重要事項説明書 

令和 4年 10月１日 

 

１ 当苑が提供するサービスについての相談窓口（緊急連絡先） 

  ・担当：望月亜紀、満間健志、松尾鉄矢 

・電話：０５４－２８４－００２１（月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時３０分） 

   ※ご不明な点は何でもおたずね下さい。 

 

２ 当苑の概要 

（１）名称 

・名称：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部静岡県済生会 小鹿苑（介護予防）短期入所部 

・所在地：静岡市駿河区小鹿一丁目１番２４号 

・介護保険指定事業所番号：２２７４１０００９４ 

（２）サービス提供地域 

・サービス提供地域：静岡市（その他の地域の方でご希望の方はご相談下さい。） 

（３）職員体制（介護老人福祉施設＋（介護予防）短期入所生活介護） 

・施設長：１名、管理者（（介護予防）短期入所生活介護）：１名、 

看護師：４名以上、生活相談員：２名（社会福祉士・介護福祉士）、介護支援専門員（管理 

栄養士兼務）：１名、機能訓練指導員：１名、医師：１名（嘱託）、介護員：３４名以上、事 

務員：１名以上、管理栄養士：１名（※調理業務は外部委託） 

（４）設備 

・定員１００名 

（介護老人福祉施設：８０名＋（介護予防）短期入所生活介護：２０名） 

・居室 

（４名部屋２１室・その他９室）、浴室（特殊浴室・一般浴室）、機能訓練室、医務室、 

静養室、食堂、談話室 

 

３ 運営の方針 

・隣接する静岡済生会総合病院と連携し、地域要介護高齢者の生活支援のための相談に応じ、 

（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供します。 

 

４ サービス内容 

（１）食事：状態に応じた調理方法とします。 

（２）入浴：原則として、１週間に２回、状態に応じた方法で入浴していただきます。 

      ※ただし、健康状態等により 部分浴又は清拭となる場合があります。 

（３）介護：ご希望や状態に応じ、適切な介護サービスを提供します。 

（着脱介助・排泄介助・オムツ交換・体位変換・シーツ交換・その他） 

（４）健康管理：健康状態に注意し、必要に応じて適切な措置をとります。 

（５）レクリエーション等：季節感ある行事等を行い、豊かな入所生活が送れるよう努めます。 

 

５ 非常災害対策 

・別に定められている当苑防災規程により、地震等の災害による被害防止及び軽減に努めます。 



 - 2 - 

６ 虐待の防止 

・当苑は、ご利用者様の人権の擁護及び虐待の防止のため、虐待の発生及び再発を防止するた

めの委員会の設置、指針の整備及び研修の実施等、必要な措置を講じます。 

・当苑は、サービス提供中に、虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速や 

かに市町村に通報します。 

 

７ 身体拘束等の適正化のための対策 

・当苑は、緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束を行わないこととし、身体的拘束等の適 

正化を図るため、委員会の設置、指針の整備及び研修の実施等、必要な措置を講じます。 

 

８ 感染症や災害への対応力強化 

・当苑は、感染症又は災害が発生した場合において、必要なサービスを継続して提供できる体

制を構築するため、業務継続計画の策定並びに研修及び訓練の実施等、必要な措置を講じま

す。 

 

９ 料金 

（１）基本料金（介護保険適用時のご利用料） 

   ・短期入所生活介護（多床室・６級地・単価１０．３３円） 

区分 単位数（１日） 総費用（１日） 
ご利用料金 

（１割負担の場合・１日） 

要介護１ ５９６単位 ６，１５６円 ６１６円 

要介護２ ６６５単位 ６，８６９円 ６８７円 

要介護３ ７３７単位 ７，６１３円 ７６２円 

要介護４ ８０６単位 ８，３２５円 ８３３円 

要介護５ ８７４単位 ９，０２８円 ９０３円 

看護体制加算Ⅰ ４単位 ４１円 ５円 

看護体制加算Ⅱ ８単位 ８２円 ９円 

看護体制加算Ⅲイ １２単位 １２３円 １３円 

看護体制加算Ⅳイ ２３単位 ２３７円 ２４円 

夜勤職員配置加算Ⅰ １３単位 １３４円 １４円 

夜勤職員配置加算Ⅲ １５単位 １５４円 １６円 

サービス提供体制加算Ⅰ ２２単位 ２２７円 ２３円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の１０００分の８３ 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の１０００分の２７ 

介護職員等 

ベースアップ等支援加算 
所定単位数の１０００分の１６ 

送迎加算（片道） １８４単位 １，９００円 １９０円 

送迎加算（往復） ３６８単位 ３，８０１円 ３８１円 

療養食加算 ８単位 ８２円 ９円（１回につき） 

緊急短期入所受入加算 ９０単位 ９２９円 ９３円 

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 １,２３９円 １２４円 

医療連携強化加算 ５８単位 ５９９円 ６０円 
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※連続して３０日を超えてサービスをご利用の場合、１日につき３０単位の減算をいたします。 

・ご利用料金の負担割合は、『介護保険負担割合証』に記載されている割合となります。 

・介護予防短期入所生活介護（多床室・６級地・単価１０．３３円） 

区分 単位数（１日） 総費用（１日） 
ご利用料金 

（１割負担の場合・１日） 

要支援１ ４４６単位 ４,６０７円 ４６１円 

要支援２ ５５５単位 ５,７３３円 ５７４円 

送迎加算（片道） １８４単位 １，９００円 １９０円 

送迎加算（往復） ３６８単位 ３，８０１円 ３８１円 

サービス提供体制加算Ⅰ ２２単位 ２２７円 ２３円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の１０００分の８３ 

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ  所定単位数の１０００分の２７ 

若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 １,２３９円 １２４円 

療養食加算 ８単位 ８２円 ９円（１回につき） 

・ご利用者様が負担する利用料金は上記の通りですが、要介護度の変更、また介護保険からの給 

付額に変更があった場合、変更された額、月日に合わせてご利用者様のご利用料金を変更しま 

す。 

・加算項目については、加算条件を満たす項目のみ加算させていただきます。 

・ご利用者様が要介護認定を受けていない場合には、総費用を一旦お支払いいただきます。ご利 

用者様が要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が保険者より払い戻されます。このよ 

うに償還払いとなる場合は、「サービス提供証明書」を交付します。 

・ご利用料金の負担割合は、『介護保険負担割合証』に記載されている割合となります。 

 

（２）社会福祉法人による利用者負担額の軽減制度について 

  年間収入が単身世帯で１５０万円以下、等市町が生計困難と認めた場合、社会福祉法人から

提供される介護保険サービスの利用料・食費・居住費の自己負担を軽減できる制度があります。

市町へ申請し、手続きが完了すると、『社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証（黄色）』が届

きますので、コピーを各担当または受付へお渡し下さい。 

（３）その他の料金（介護保険給付外） 

・食費：朝食３９５円、昼食６１０円（おやつ代含む）、夕食４９０円 

・居住費（滞在費）：８５５円（１日） 

※食費、居住費についての負担限度額認定を受けている場合には、認定証（青色）記載の負 

担額となります。 

・日常生活費：１００円（１日） 

※個人用として必要となるシャンプー、石鹸等の日用品や保健衛生品等の提供についての費

用をいただきます。通常のおむつ代は介護保険給付対象ですので、ご負担はありません。 

※当苑での提供を希望されない場合は、ご家族にご持参していただきます。 

 ・居室電気料（テレビ、ラジオ、電気あんか等）：２０円（１日） 

 ・居室電気料（携帯電話使用料、電気カミソリ使用料等）：１０円（１日） 

  ※居室において使用する個人専用テレビ等の電化製品にかかる電気料をいただきます。 

   ※その他の電化製品については、ご相談の上ご利用料をいただく場合がございます。 

 ・特別な日用品にかかる諸費用 
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※ご利用者様の日常生活品において、ご利用者様が特別に希望される物品又はサービスにつ 

いては、その実費をいただきます。 

・その他：買い物等をされた場合の費用は実費となります。 

（４）キャンセル料 

・入苑前にご利用者様のご都合及び体調不良等でサービスを中止する場合、下記のキャンセ 

 ル料がかかります。 

  ①ご利用当日の８時３０分までにご連絡いただいた場合：無料 

  ②ご利用当日の８時３０分までにご連絡がなかった場合：１日のご利用料金の５０％ 

（５）ご利用中の中止 

・ご利用中にサービスを中止される場合、退所日までの日数をもとに計算いたします。 

   ①ご利用者様が中途退所を希望された場合 

   ②入苑日の健康チェックの結果、体調が入苑に適さない場合 

   ③ご利用中に体調が悪くなり、医療が必要となった場合 

   ④他のご利用者様の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

（６）お支払い方法 

・ご利用者様が当苑にご利用料金を支払う場合の方法については、預金口座振替とし、月毎

の精算といたします。毎月２０日までに前月分の請求をいたします。毎月２７日（土日祝

日の場合には金融機関翌営業日）のお引き落としとなりますので、前日までにご入金下さ

い。お手続きはご契約の際にお願いいたします。 

 

１０ ご利用方法 

（１）サービスのご利用開始 

・当苑に介護支援専門員（ケアマネジャー）を通してお申し込み下さい。担当職員がご利用

者様のお宅に伺い当苑の（介護予防）短期入所生活介護の内容等についてご説明いたしま

す。 

・本説明書によりご利用者様から同意を得た後、当苑の管理者が短期入所生活介護計画を作 

成し、サービスの提供を開始いたします。（ご利用期間が短い場合、作成しない場合があ 

ります。） 

・入退所時刻はご相談の上、決定させていただきます。  

・居宅介護サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前にご担当の介護 

支援専門員とご相談下さい。 

（２）サービスの終了 

①ご利用者様の都合でサービスを終了する場合 

・サービス終了を希望される日の３日前までに文書でお申し出下さい。 

②当苑の都合でサービスを終了する場合 

・人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があ

ります。この場合、サービス終了日の１５日前までに文書で通知いたします。 

③自動終了する場合（ただし、電話での連絡は必要） 

   ・ご利用者様が介護保険施設に入所された場合 

   ・ご利用者様の要介護度が非該当（自立）と認定された場合 

   ・ご利用者様が亡くなられた場合 

④ご利用者様がサービスを終了することができる場合（ただし、文書での通知が必要） 
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・当苑が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

・守秘義務に違反した場合 

・ご利用者様やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

・当苑が破産した場合 

⑤当苑がサービスを終了させていただく場合（ただし、文書での通知が必要） 

・ご利用者様がサービスのご利用料金を３ヶ月以上滞納し、支払うよう再三催告したに

もかかわらず１４日以内に支払わない場合 

・ご利用者様が当苑に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

 

１１ 緊急時の対処方法 

・サービス提供中にご利用者様の容体に変化等があった場合は、必要な措置を講じ、ご家族（必 

要時は主治医）へ連絡いたします。 

ご利用者様の連絡先 電話  

緊急連絡先（主） 緊急連絡先（副） 

氏名  氏名  

住所  住所  

電話  電話  

続柄  続柄  

主治医 

病院名または診療所名  

医師名  

住所  

電話  

 

１２ 小鹿苑の概要 

 ・法人名：社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部静岡県済生会 

 ・代表者：支部長 石山 純三 

・施設名：小鹿苑 

 ・施設長：望月 美宏 

・実施事業：介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護（ショートステイ）、 

介護予防短期入所生活介護、通所介護（デイサービス）、通所介護相当サービス、 

訪問介護（ホームヘルプサービス）、訪問介護相当サービス、居宅介護支援（ケア 

マネジメント） 

 

１３ 苦情窓口 

 ・担当：望月亜紀（小鹿苑 介護サービス課） 

 ・電話：０５４－２８４－００２１（８時３０分～１７時３０分） 

  ※その他、当苑以外にも市町村等の苦情窓口に苦情を申し立てることができます。 
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 （静岡市介護保険課：０５４－２２１－１０８８） 

   （静岡県国民健康保険団体連合会：０５４－２５３－５５９０） 

・第三者委員 

  ・氏名：藤森克美（電話：０５４－２４７－０４１１ 藤森法律事務所内） 

  ・氏名：山梨キイ（電話：０５４－３３４－９１６４ 介護ホームふじみの家ここあん内） 

・氏名：真子義秋（電話：０５４－２７５－２２５２ 静岡市里親家庭支援センター内） 

・氏名：山田勝久（電話：０５４－２８３－７５８１） 

 

１４ サービスの第三者評価の実施状況 

第三者評価の実施の有無 1 あり      ○2  なし 

第三者評価を実施した直近の年月日 令和 年 月 日 

第三者評価を実施した評価機関の名称  

第三者評価の結果の開示状況 1 あり      ○2  なし 

 

 

令和 年 月 日  

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から（介護予防）短期入所生活介護についての重要事

項の説明を受けました。 

 

ご利用者様                代筆者・後見人等 

 

住所                   住所                  

 

氏名                印  氏名               印 

 

身元引受人兼連帯保証人 

 

住所                  

 

氏名                印 

 

（介護予防）短期入所生活介護の提供開始にあたり、ご利用者様に対して契約書及び本書面に基

づいて重要事項を説明しました。 

事業者 

所在地  静岡市駿河区小鹿一丁目１番２４号 

名称   社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部静岡県済生会 

小鹿苑（介護予防）短期入所部 

代表者  施設長 望月 美宏     印 

 

説明者  氏名  松尾 鉄矢        印 


